
 

 
  

 
 

 
 
 
 

  記帳・帳簿等の保存 

Ｑ：平成26年から、個人の白色申告者は帳

簿を記帳して保存しなければならなくなるそ

うですが、どうなるのですか？                               

 

Ａ：事業所得、不動産所得又は山林所得を

生ずべき業務を行う人は、すべて記帳・帳簿

等の保存が必要になります。申告が必要でな

い人も対象になります。 

【解説】 

白色申告者で事業所得等を有する人の記

帳・帳簿等の保存制度が平成26年１月から、

次のように改正されます。 

 ①対象者 

  事業所得、不動産所得又は山林所得を生ず

べき業務を行うすべての人が対象になりま

す。申告が必要でない人も記帳・帳簿の保

存が必要ですので注意してください。 

 ②記帳の内容 

  記帳は、売上げなどの収入金額、仕入れや

経費に関する事項について、取引の年月日、

得意先の名称、金額、日々の売上げ、仕入

れ、経費等の金額等を帳簿に記載します。 

  記帳は、一つ一つ取引ごとに記帳する必要

はなく、日々の合計金額をまとめて記載す

る簡易な方法でも認められます。 

 ③帳簿等の保存 

  帳簿や請求書、領収書などの書類は、次の

期間保存しなければなりません。 

  ・収入や経費を記載した帳簿…７年 

  ・業務に関して作成した帳簿…５年 

  ・決算時に作成した棚卸表など…５年 

  ・請求書、納品書、領収書など…５年 
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